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防
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…
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…
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…
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…
…
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…
二

…
…
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…
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…
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す
る
告
示
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正

（
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課
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一
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改
正
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政
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課
）
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平 成 年
月 日

（金曜日）

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十

「
宇
部
市
、
山
口
市
、
萩
市

野
田
市
、
」
及
び
「
、
関
係
市

山
口
県
告
示
第
百
三
号

騒
音
規
制
法
第
四
条
第
一
項

示
第
三
百
九
号
の
四
）
の
一
部

山
口
県
告
示
第
百
二
号

騒
音
規
制
法
第
三
条
第
一
項

県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
）
の

る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十

山
口
県
補
助
金
等
交
付
規
則

九
年
山
口
県
告
示
第
百
十
六
号

行
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
二
十

よ
る
。平

成
二
十
四
年
三
月
三
十

十
三

二
中

を
削
る
。

○
漁
調
委
告
示

漁
業
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規

告

山
口
県
告
示
第
百
一
号

日

山
口

、
下
松
市
、
光
市
、
長
門
市
、
柳

役
所
」
を
削
る
。

の
規
定
に
基
づ
く
規
制
基
準
に
関

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二

の
規
定
に
基
づ
く
地
域
の
指
定
に

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平

日

山
口

第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し

三
年
度
以
前
の
予
算
に
係
る
給
付

日

山
口

定
に
よ
る
指
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…

示

一

県
知
事

二

井

関

成

井
市
、
美
祢
市
、
周
南
市
、
山
陽

す
る
告
示
（
昭
和
五
十
年
山
口
県

十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

関
す
る
告
示
（
昭
和
五
十
五
年
山

成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

県
知
事

二

井

関

成

る
給
付
金
に
関
す
る
告
示
（
平
成

、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

県
知
事

二

井

関

成

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

小告。 口す 十施に 九

告

示

二二



平

野
田

成 年 月 日 金曜日

山
悪
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五

山 口

振
告
示

る
。表

市
、

（定期）県 報

野
田

山

第 号

表
市
、

山
振

県
告

る
。

市
、
」
及
び
「
、
関
係
市
役
所
」

口
県
告
示
第
百
六
号

臭
防
止
法
第
三
条
の
規
定
に
基
づ

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

「
宇
部
市
、
山
口
市
、
萩
市
、
下
松

動
規
制
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定

第
三
百
六
十
九
号
）
の
一
部
を

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

指
定
地
域
の
欄
中
「
宇
部
市
、

周
南
市
、
山
陽
小
野
田
市
、
」
を

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

「
宇
部
市
、
山
口
市
、
萩
市
、
下
松

市
、
」
及
び
「
、
関
係
市
役
所
」

口
県
告
示
第
百
五
号

指
定
地
域
の
欄
中
「
宇
部
市
、

周
南
市
、
山
陽
小
野
田
市
、
」
を

口
県
告
示
第
百
四
号

動
規
制
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定

示
第
三
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を

を
削
る
。

く
地
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示

改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月

山
口
県
知

市
、
光
市
、
長
門
市
、
柳
井
市

に
基
づ
く
規
制
基
準
に
関
す
る

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十

山
口
県
知

山
口
市
、
萩
市
、
下
松
市
、
光
市

削
り
、
同
表
の
備
考
中
「
、
関

山
口
県
知

市
、
光
市
、
長
門
市
、
柳
井
市

を
削
る
。

山
口
市
、
萩
市
、
下
松
市
、
光
市

削
り
、
同
表
の
備
考
中
「
、
関

に
基
づ
く
地
域
の
指
定
に
関
す

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二

（
平
成
八
年
山
口
県
告
示
第
二

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

事

二

井

関

成

、
美
祢
市
、
周
南
市
、
山
陽
小

告
示
（
昭
和
五
十
三
年
山
口
県

四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

事

二

井

関

成

、
長
門
市
、
柳
井
市
、
美
祢

係
市
役
所
」
を
削
る
。

事

二

井

関

成

、
美
祢
市
、
周
南
市
、
山
陽
小

、
長
門
市
、
柳
井
市
、
美
祢

係
市
役
所
」
を
削
る
。

る
告
示
（
昭
和
五
十
三
年
山
口

十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

道
路
の
区
域

区

岩
国
市
旭
町
一
丁
目
七
〇
二
の
六
地

同
市

同
町
六
六
六
の
四
地
先
ま
で

岩
国
市
旭
町
一
丁
目
六
六
六
の
四
地

同
市
昭
和
町
三
丁
目
五
の
一
二
地
先

岩
国
市
昭
和
町
三
丁
目
五
の
一
二
地

同
市

同
町
二
二
二
五
の
一
地
先
ま

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法

路
の
区
域
を
決
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二

お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

岩
国
錦
帯

路

線

名

岩
国
錦
帯
橋
空
港
線

岩岩

山
口
県
告
示
第
百
八
号

山
口
県
告
示
第
百
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法

を
認
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
山
口
県

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

先
か
ら

最
狭

一
〇
・
八

最
広

二
四
・
〇

先
か
ら

ま
で

最
狭

二
〇
・
〇

最
広

四
四
・
〇

先
か
ら

で

最
狭

二
五
・
八

最
広

三
七
・
二

律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一

十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
一
月
間

。日

山
口

橋
空
港
線

起終

国
市
岩
国
錦
帯
橋
空
港

国
市
昭
和
町
三
丁
目

律
第
百
八
十
号
）
第
七
条
の
規
定

土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い

日

山
口

区
域

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

三
二
四
・
二

岩
国
市
道
旭
町
一

九
号
線
の
道
路
の

区
域

一
、
九
二
一
・
七

岩
国
市
道
昭
和
町

三
号
線
の
道
路
の

区
域

一
〇
一
・
三

岩
国
市
道
昭
和
町

一
号
線
の
道
路
の

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課

県
知
事

二

井

関

成

点点

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
県
道
の
路

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

二

道に 線
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道路道

第 号

山
道

路
のそ

お
い市

今
津
町
四
丁
目
一
〇
九
の
二
地
先
ま

び
に 路

の
種
類

県
道

線

名

南
岩
国
停
車
場
磯

路
の
区
域

区

間

国
市
尾
津
町
一
丁
目
一
二
四
の
一
三
地

か
ら

国
市
今
津
町
一
丁
目
一
〇
六
の
一
地
先

ら市
今
津
町
三
丁
目
七
〇
四
の
九
地
先
ま

国
市
牛
野
谷
町
一
丁
目
五
六
六
の
二
地

か
ら
市

同
町
一
四
の
四
地
先
ま
で

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

路
の
種
類

県
道

線

名

岩
国
玖
珂
線

路
の
区
域

区

間

口
県
告
示
第
百
九
号

路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百

区
域
を
変
更
す
る
。

の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

最
広

三
四
・
七

二
、

崎
線

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延（
メ

最
狭

七
・
〇

旧

最
狭

七
・
五

最
広

二
二
・
二

新

最
狭
最
広

旧

一
一
・
〇

最
狭

及
び

一
一
・
〇

三
六
・
四

最
広

及
び

八
二
・
〇

新

最
狭

一
一
・
〇

最
広

八
二
・
〇

山
口
県
知

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延（
メ

八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

三
月
三
十
日
か
ら
一
月
間
山
口

五
〇
二
・
五

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

長

ー
ト
ル
）

備

考

九
〇
四
・
二

起
点
の
変
更
に
よ

る
。

四
四
〇
・
〇
及
び

五
七
九
・
五

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

五
七
九
・
五

事

二

井

関

成

長

ー
ト
ル
）

備

考

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に

位
置

周
南
市
大
字
大
島
の
一

計
画
臨
港
地
区
大
島
臨
港
地
区

そ
の
関
係
図
面
は
、
山
口
県

災
建
設
部
河
川
港
湾
課
に
お
い

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十

一

分
区
の
種
類

工
業
港
区

二

分
区
の
位
置
及
び
区
域

同
市
今
津
町
六
丁
目
三
七
の
五
地
先

及
び
岩
国
市
今
津
町
六
丁
目
三
七
の
五
地

ら同
市
今
津
町
四
丁
目
一
〇
九
の
二
地

で山
口
県
告
示
第
百
十
号

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

岩
国
市
今
津
町
六
丁
目
三
七
の
五
地

ら同
市
今
津
町
四
丁
目
一
〇
九
の
二
地

で岩
国
市
尾
津
町
一
丁
目
一
二
四
の
一

先
か
ら

同
市
門
前
町
三
丁
目
三
八
七
九
の
一

ま
で
、

岩
国
市
門
前
町
三
丁
目
三
八
七
九
の

先
か
ら

同
市
門
前
町
二
丁
目
三
八
八
の
三
地

で
、
岩
国
市
門
前
町
二
丁
目
三
八
八
の
三

か
ら

岩
国
市
尾
津
町
一
丁
目
一
二
四
の
一

先
か
ら

同
市
門
前
町
三
丁
目
三
八
七
九
の
一

ま
で
、

岩
国
市
門
前
町
三
丁
目
三
八
七
九
の

先
か
ら

同
市
門
前
町
二
丁
目
三
八
八
の
三
地

で
、
岩
国
市
門
前
町
二
丁
目
三
八
八
の
三

か
ら
同
市
今
津
町
六
丁
目
三
七
の
五
地
先

及
び

部 の
分
区
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

土
木
建
築
部
港
湾
課
、
山
口
県
周

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

日

山
口

ま
で

最
広

三
三
・
二

先
か

先
ま

最
狭

九
・
五

最
広

二
二
・
五

律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
九
条

先
か

先
ま

最
狭

九
・
五

最
広

二
二
・
五

三
地

地
先

最
狭

一
五
・
二

最
広

二
四
・
七

一
地

先
ま

最
狭

一
九
・
二

最
広

三
五
・
〇

地
先

新

最
狭

一
三
・
〇

三
地

地
先

最
狭

一
五
・
二

最
広

二
四
・
七

一
地

先
ま

旧

最
狭

一
九
・
二

最
広

三
五
・
二

地
先

ま
で

最
狭

一
三
・
〇

最
広

三
三
・
二

三

。南
港
湾
管
理
事
務
所
及
び
周
南
市

県
知
事

二

井

関

成

（
重
用
）

八
七
九
・
五

県
道
岩
国
玖
珂
線

の
道
路
の
区
域

（
重
用
）

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
周
南
都

八
七
九
・
五

県
道
岩
国
玖
珂
線

の
道
路
の
区
域

（
重
用
）

五
五
〇
・
一

一
般
国
道
一
八
八

号
の
道
路
の
区
域

（
重
用
）

九
七
四
・
六

九
六
七
・
九

一
般
国
道
一
八
八

号
の
道
路
の
区
域

五
五
〇
・
一

一
般
国
道
一
八
八

号
の
道
路
の
区
域

（
重
用
）

九
七
四
・
六

九
六
七
・
九

一
般
国
道
一
八
八

号
の
道
路
の
区
域

（
重
用
）

防 市



平成 年 月 日 金曜日

そ
災
建

一二

山 口

山
港

計
画

（定期）県 報

災
建

一二

第 号

山
港

計
画そ

１

位
置

の
関
係
図
面
は
、
山
口
県
土
木
建

設
部
河
川
港
湾
課
に
お
い
て
一
般

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

分
区
の
種
類

商
港
区
、
工
業
港
区
及
び
修
景
厚

分
区
の
位
置
及
び
区
域

商
港
区

周
南
市
大
字
栗
屋
の
一
部

面
積

九
六
・
三
ヘ
ク
タ
ー
ル

口
県
告
示
第
百
十
二
号

湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

臨
港
地
区
晴
海
臨
港
地
区
の
分
区

設
部
河
川
港
湾
課
に
お
い
て
一
般

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

分
区
の
種
類

保
安
港
区

分
区
の
位
置
及
び
区
域

位
置

面
積

一
九
・
四
ヘ
ク
タ
ー
ル

口
県
告
示
第
百
十
一
号

湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

臨
港
地
区
栗
屋
臨
港
地
区
の
分
区

の
関
係
図
面
は
、
山
口
県
土
木
建

築
部
港
湾
課
、
山
口
県
周
南
港

の
縦
覧
に
供
す
る
。

山
口
県
知

生
港
区

百
十
八
号
）
第
三
十
九
条
第
一

を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

の
縦
覧
に
供
す
る
。

山
口
県
知

百
十
八
号
）
第
三
十
九
条
第
一

を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

築
部
港
湾
課
、
山
口
県
周
南
港

湾
管
理
事
務
所
及
び
周
南
市
防

事

二

井

関

成

項
の
規
定
に
よ
り
、
周
南
都
市

事

二

井

関

成

項
の
規
定
に
よ
り
、
周
南
都
市

湾
管
理
事
務
所
及
び
周
南
市
防

周
南
市
徳
山
港
町
の

商
港
区
、
工
業
港
区
及
び

二

分
区
の
位
置
及
び
区
域

商
港
区

１

位
置

周
南
市
入
船
町
、
徳

２

面
積

一
一
・
一
ヘ
ク
タ
ー

工
業
港
区

１

位
置

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

計
画
臨
港
地
区
徳
山
港
町
臨
港

そ
の
関
係
図
面
は
、
山
口
県

災
建
設
部
河
川
港
湾
課
に
お
い

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十

一

分
区
の
種
類

修
景
厚
生
港
区

１

位
置

周
南
市
晴
海
町
の
一

２

面
積

五
・
三
ヘ
ク
タ
ー
ル

山
口
県
告
示
第
百
十
三
号

周
南
市
築
港
町
、

２

面
積

七
二
・
九
ヘ
ク
タ
ー

工
業
港
区

１

位
置

周
南
市
晴
海
町
の
一

２

面
積

一
一
三
・
四
ヘ
ク
タ

一
部

修
景
厚
生
港
区

山
港
町
及
び
築
港
町
の
各
一
部

ル 律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
九
条

地
区
の
分
区
を
次
の
と
お
り
指
定

土
木
建
築
部
港
湾
課
、
山
口
県
周

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

日

山
口

部 智
町
及
び
晴
海
町
の
各
一
部

ル部ー
ル

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
周
南
都

す
る
。

南
港
湾
管
理
事
務
所
及
び
周
南
市

県
知
事

二

井

関

成

四

市防



平成 年 月 日 金曜日

山
建

お
りそ

山 口 県

一二

（定期）報

山
港

計
画そ

災
建

第 号

五
二
・
三
ヘ
ク
タ
ー
ル

口
県
告
示
第
百
十
五
号

築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

指
定
す
る
。

の
関
係
図
面
は
、
周
南
土
木
建
築

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

分
区
の
種
類

工
業
港
区

分
区
の
位
置
及
び
区
域

位
置

周
南
市
御
影
町

面
積

口
県
告
示
第
百
十
四
号

湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

臨
港
地
区
御
影
臨
港
地
区
の
分
区

の
関
係
図
面
は
、
山
口
県
土
木
建

設
部
河
川
港
湾
課
に
お
い
て
一
般

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

２

面
積

七
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

修
景
厚
生
港
区

１

位
置

周
南
市
徳
山
港
町
の
一
部

２

面
積

〇
・
七
ヘ
ク
タ
ー
ル

山
口
県
知

第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第

事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に

山
口
県
知

百
十
八
号
）
第
三
十
九
条
第
一

を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

築
部
港
湾
課
、
山
口
県
周
南
港

の
縦
覧
に
供
す
る
。

事

二

井

関

成

二
項
に
規
定
す
る
道
を
次
の
と

供
す
る
。

事

二

井

関

成

項
の
規
定
に
よ
り
、
周
南
都
市

湾
管
理
事
務
所
及
び
周
南
市
防

小
周
防
一
一
号

光
市
大
字
小

幡
岡
四
二
七

先

小
周
防
七
号

下
福
田
九
四

地
先

小
周
防
八
号

光
市
大
字
小

清
源
庵
九
四

地
先

小
周
防
九
号

光
市
大
字
小

下
福
田
九
五

地
先

小
周
防
一
〇
号

光
市
大
字
小

清
太
夫
六
六

地
先

地
先

小
周
防
四
号

光
市
大
字
小

西
ノ
下
九
〇

地
先

小
周
防
五
号

光
市
大
字
小

西
ノ
下
八
九

地
先

小
周
防
六
号

光
市
大
字
小

浴
九
三
三
の

光
市
大
字
小

上
島
田
三
号

光
市
上
島
田

四
一
五
の
三

小
周
防
一
号

光
市
大
字
小

西
慶
水
二
九

四
地
先

小
周
防
二
号

光
市
大
字
小

千
田
二
六
二

小
周
防
三
号

光
市
大
字
小

西
ノ
下
九
〇

名

称

起

上
島
田
一
号

光
市
上
島
田

四
一
六
の
一

上
島
田
二
号

光
市
上
島
田

四
一
六
の
三

周
防
字

の
一
地
光
市
大
字
小
周
防
字

地
下
一
七
五
地
先

四
・
〇
四

八
の
七
下
福
田
九
四
〇
地
先

五

周
防
字

七
の
一
光
市
大
字
小
周
防
字

清
源
庵
八
四
八
の
四

地
先

四
・
〇
五

周
防
字

五
の
一
光
市
大
字
小
周
防
字

中
福
田
八
二
〇
の
五

地
先

四
・
〇
五

周
防
字

五
の
三
光
市
大
字
小
周
防
字

中
村
二
七
七
の
一
地

先

四

地
先

周
防
字

一
の
二
光
市
大
字
小
周
防
字

西
ノ
下
八
九
九
地
先

四

周
防
字

五
の
三
光
市
大
字
小
周
防
字

松
本
九
〇
六
の
一
地

先

四
・
〇

四

周
防
字

七
地
先
光
市
大
字
小
周
防
字

下
福
田
九
四
九
の
五

地
先

四
・
〇
四

周
防
字
光
市
大
字
小
周
防
字
四
・
〇

八
丁
目

地
先

光
市
上
島
田
八
丁
目

三
四
〇
の
一
五
地
先
四
・
〇
四

周
防
字

九
二
の
光
市
大
字
小
周
防
字

西
慶
水
二
九
九
二
の

五
地
先

四
・
〇
四

周
防
字

七
地
先
光
市
大
字
小
周
防
字

千
田
二
六
五
〇
の
一

地
先

四

周
防
字

一
の
八
光
市
大
字
小
周
防
字

鳥
迫
八
五
二
の
二
六
四
・
〇
七

点

終

点

道
路
幅

（
メ
ー
ト

八
丁
目

〇
地
先
光
市
上
島
田
八
丁
目

四
二
〇
の
九
地
先

四
・
〇

四

八
丁
目

地
先

光
市
上
島
田
八
丁
目

三
四
〇
の
五
地
先

四
・
〇
四

五

・
八

一
八
九
・
三
〃

〃

〃

・
一

一
七
四
・
三

〃

〃

・
三

二
三
一
・
六
〃

〃

〃

・
四

八
一
・
一
〃

〃

〃

・
〇

五
二
五
・
五
〃

〃

〃

・
〇

二
三
〇
・
五
〃

〃

〃

・
九

三
一
九
・
三
〃

〃

〃

・
三

一
〇
五
・
五
〃

〃

〃

〃

・
七

六
六
・
八
〃

〃

〃

・
一

八
六
・
〇
〃

〃

〃

・
〇

一
六
〇
・
〇
〃

〃

〃

・
四

八
三
八
・
八
〃

〃

〃

員ル）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

指
定
年
月
日

・
五

一
二
八
・
一
平
成
二
四
、

三
、
三

・
七

五
五
・
一
〃

〃

〃
〇



平

小

成 年 月 日 金曜日

小小小

山 口

小小小小

（定期）県 報

小小小

第 号

小小小小
周
防
二
六
号

宗
円
七
六
六
の
一

先

周
防
二
三
号

光
市
大
字
小
周
防

坂
部
一
六
一
四
の

地
先

周
防
二
四
号

光
市
大
字
小
周
防

井
ノ
前
一
四
七
二

三
地
先

周
防
二
五
号

光
市
大
字
小
周
防

下
大
地
田
六
一
〇

七
地
先

光
市
大
字
小
周
防

周
防
一
九
号

光
市
大
字
小
周
防

西
鍛
治
ノ
前
一
七

五
の
四
地
先

周
防
二
〇
号

光
市
大
字
小
周
防

東
鍛
治
ノ
前
一
五

七
の
四
地
先

周
防
二
一
号

光
市
大
字
小
周
防

楠
一
六
三
二
地
先

周
防
二
二
号

光
市
大
字
小
周
防

東
竹
ノ
下
一
六
五

の
七
地
先

先

周
防
一
六
号

光
市
大
字
小
周
防

新
宮
迫
二
〇
七
六

七
地
先

周
防
一
七
号

光
市
大
字
小
周
防

井
ノ
前
一
七
九
二

先

周
防
一
八
号

光
市
大
字
小
周
防

井
ノ
前
一
七
八
七

七
地
先

周
防
一
二
号

光
市
大
字
小
周
防

新
宮
迫
二
〇
八
一

一
地
先

周
防
一
三
号

光
市
大
字
小
周
防

鬼
武
二
〇
八
四
の

地
先

周
防
一
四
号

光
市
大
字
小
周
防

新
宮
迫
二
〇
八
一

一
地
先

周
防
一
五
号

光
市
大
字
小
周
防

下
小
野
一
九
一
一

地
宗
円
六
六
八
の
七
地

先

四
・
〇

字三
光
市
大
字
小
周
防
字

坂
部
一
六
二
三
の
三

地
先

四
・
〇

字の
光
市
大
字
小
周
防
字

奥
ノ
坊
一
三
四
六
の

四
地
先

四
・
〇
四
・
六

字の
光
市
大
字
小
周
防
字

下
大
地
田
六
〇
九
の

一
地
先

四
・
〇
四
・
四

字
光
市
大
字
小
周
防
字

字三
光
市
大
字
小
周
防
字

西
鍛
治
ノ
前
一
七
三

五
の
一
一
地
先

四
・
〇

字二
光
市
大
字
小
周
防
字

東
竹
ノ
下
一
六
五
八

の
一
二
地
先

四
・
〇
五
・
七

字
光
市
大
字
小
周
防
字

楠
一
六
三
〇
の
二
地

先

四
・
〇

字八
光
市
大
字
小
周
防
字

楠
一
六
二
九
地
先

四
・
〇

先
字の
光
市
大
字
小
周
防
字

下
三
日
市
一
九
六
五

の
一
地
先

四
・
〇
五
・
〇

字地
光
市
大
字
小
周
防
字

井
ノ
前
一
四
六
〇
の

一
三
地
先

四
・
〇

字の
光
市
大
字
小
周
防
字

井
ノ
前
一
四
八
〇
の

八
地
先

四
・
〇

字の
光
市
大
字
小
周
防
字

門
前
二
一
八
二
の
一

地
先

四
・
〇

四
・
四

字三
光
市
大
字
小
周
防
字

鬼
武
二
〇
八
六
の
二

地
先

四
・
〇

字の
光
市
大
字
小
周
防
字

新
宮
迫
二
〇
七
八
の

一
地
先

四
・
〇

字地
光
市
大
字
小
周
防
字

下
小
野
一
九
一
〇
地

四
・
〇

二
七
八
・
六

〃

〃

一
六
〇
・
二
〃

〃

〃

三
三
〇
・
〇
〃

〃

〃

二
三
・
一
〃

〃

〃

〃

一
二
八
・
四
〃

〃

〃

三
四
六
・
〇
〃

〃

〃

九
〇
・
四
〃

〃

〃

八
四
・
七
〃

〃

〃

〃

〃

八
八
六
・
〇
〃

〃

〃

七
〇
・
〇
〃

〃

〃

一
一
一
・
二
〃

〃

〃

九
〇
七
・
六
〃

〃

〃

三
五
・
五
〃

〃

〃

七
一
・
二
〃

〃

〃

二
〇
・
〇
〃

指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理

立
野
八
号

光
市
大
字
立

免
三
一
六
の

立
野
九
号

光
市
大
字
立

ノ
前
二
〇
八

先

山
口
県
告
示
第
百
十
六
号

立
野
四
号

光
市
大
字
立

反
田
一
三
九

地
先

立
野
五
号

光
市
大
字
立

周
寺
七
七
八

先

立
野
六
号

光
市
大
字
立

ケ
垰
八
八
九

先

立
野
七
号

光
市
大
字
立

慶
周
寺
七
六

地
先

一
地
先

立
野
一
号

光
市
大
字
立

柏
原
一
五
四

地
先

立
野
二
号

光
市
大
字
立

反
田
一
三
七

〇
地
先

立
野
三
号

光
市
大
字
立

谷
一
四
五
七

小
周
防
二
七
号

光
市
大
字
立

反
田
一
三
九

地
先

小
周
防
二
八
号

光
市
大
字
小

下
福
田
九
五

地
先

小
周
防
二
九
号

光
市
大
字
小

上
橋
本
二
一

二
地
先

小
周
防
三
〇
号

光
市
大
字
小

下
小
野
一
八

金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機

野
字
同

三
地
先
光
市
大
字
立
野
字
平

原
二
五
〇
地
先

四
・
〇

四

野
字
神

の
一
地
光
市
大
字
立
野
字
神

ノ
前
一
九
七
地
先

四

野
字
五

〇
の
一
光
市
大
字
立
野
字
五

反
田
一
三
七
四
の
二

地
先

四
・
〇

四

野
字
慶

の
七
地
光
市
大
字
立
野
字
森

ケ
垰
八
九
一
の
一
地

先

四
・
〇
四

野
字
森

の
一
地
光
市
大
字
立
野
字
慶

周
寺
九
〇
三
の
四
地

先

四

野
字
奥

六
の
一
光
市
大
字
立
野
字
奥

慶
周
寺
七
四
三
地
先
四
・
〇
四

先

野
字
前

六
の
一
光
市
大
字
立
野
字
森

ノ
下
一
五
二
九
の
六

地
先

四

野
字
五

四
の
一
光
市
大
字
立
野
字
竹

ノ
下
一
四
三
六
の
六

地
先

四
・
〇
四

野
字
鳴

地
先

光
市
大
字
立
野
字
鳴

谷
一
四
四
七
の
一
地

先

四

野
字
五

一
の
四
光
市
大
字
小
周
防
字

川
端
一
六
四
二
の
四

地
先

四
・
〇

七

周
防
字

〇
の
三
光
市
大
字
小
周
防
字

宗
円
七
六
六
の
一
地

先

四
・
〇
五

周
防
字

八
八
の
光
市
大
字
小
周
防
字

慶
迫
三
〇
二
七
の
二

地
先

四
・
〇
六

周
防
字

八
〇
の
光
市
大
字
小
周
防
字

下
小
野
一
八
八
四
地

四関
の
名
称
等
に
関
す
る
告
示
（
平

・
四

五
九
〇
・
二
〃

〃

〃

・
〇

二
〇
三
・
四
〃

〃

〃

・
五

三
六
六
・
二
〃

〃

〃

・
七

一
七
四
・
二
〃

〃

〃

・
〇

一
一
二
・
九
〃

〃

〃

・
二

七
四
・
六
〃

〃

〃

〃

〃

・
〇

二
八
二
・
一
〃

〃

〃

・
一

四
七
五
・
四
〃

〃

〃

・
〇

八
一
・
三
〃

〃

〃

・
一
二
、
一
五
三
・
六
〃

〃

〃

・
九

六
六
五
・
七
〃

〃

〃

・
一

四
六
〇
・
〇
〃

〃

〃

・
〇

九
二
・
〇
〃

六

成



平成

株行

年 月 日 金曜日

株銀株京株友株行株行

山 口 県

株行山協三金

（定期）報

金株行二金

第 号

三
年

ら
施一

一
式
会
社
福
岡
銀

福
岡
市
中
央
区
天

神
二
丁
目
一
三
番

一
号

式
会
社
み
ず
ほ

行

東
京
都
千
代
田
区

内
幸
町
一
丁
目
一

番
五
号

式
会
社
三
菱
東

銀
行

〃

〃

丸
の
内
二
丁
目
七

番
一
号

式
会
社
三
井
住

銀
行

〃

〃

有
楽
町
一
丁
目
一

番
二
号

式
会
社
広
島
銀

広
島
市
中
区
紙
屋

町
一
丁
目
三
番
八

号

式
会
社
伊
予
銀

愛
媛
県
松
山
市
南

堀
端
町
一

式
会
社
西
京
銀

周
南
市
平
和
通
一

丁
目
一
〇
の
二

口
県
信
用
農
業

同
組
合
連
合
会

山
口
市
小
郡
下
郷

二
一
三
九

収
納
代
理
金
融
機
関

融
機
関
の
名
称

所

在

地

融
機
関
の
名
称

所

在

地

式
会
社
山
口
銀

下
関
市
竹
崎
町
四

丁
目
二
番
三
六
号

指
定
代
理
金
融
機
関

融
機
関
の
名
称

所

在

地

山
口
県
告
示
第
九
百
三
十
二
号
）

行
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

か
ら
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め

指
定
金
融
機
関

〃

〃

国
内
に
所
在
す
る
店
舗

公

県
内
に
所
在
す
る
店
舗

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

国
内
に
所
在
す
る
店
舗
（
ヤ
マ
ダ

電
機
山
口
店
出
張
所
を
除
く
。
）

二

県
内
に
所
在
す
る
店
舗

〃〃

事
務
取
扱
店
の
範
囲

事
務
取
扱
店
の
範
囲

国
内
に
所
在
す
る
店
舗
（
本
店
又

は
本
所
、
支
店
又
は
支
所
及
び
出

張
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

一二

事
務
取
扱
店
の
範
囲

一

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し

山
口
県
知

る
。

金
の
収
納
事
務

与
税
、
地
方
交
付
税
、
交
通
安

全
対
策
特
別
交
付
金
、
国
庫
支

出
金
及
び
県
債
を
除
く
。
三
の

表
に
お
い
て
同
じ
。
）

公
金
の
支
払
事
務
の
一
部

取
扱
事
務
の
範
囲

取
扱
事
務
の
範
囲

公
金
の
収
納
事
務

公
金
の
支
払
事
務

取
扱
事
務
の
範
囲

公
金
の
収
納
事
務
（
地
方
譲

、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か

事

二

井

関

成

信
用
組
合
広
島
商

銀

広
島
市
中
区
西

塚
町
四
番
一
二

西
中
国
信
用
金
庫

下
関
市
細
江
町

丁
目
一
番
八
号

防
府
信
用
金
庫

防
府
市
天
神
一

目
一
二
番
一
八

東
山
口
信
用
金
庫

柳
井
市
中
央
二

目
七
番
三
一
号

株
式
会
社
商
工
組

合
中
央
金
庫

東
京
都
中
央
区

重
洲
二
丁
目
一

番
一
七
号

朝
銀
西
信
用
組
合

岡
山
市
駅
前
町

丁
目
六
番
一
九

株
式
会
社
ゆ
う

ち
ょ
銀
行

東
京
都
千
代
田

霞
が
関
一
丁
目

番
二
号

広
島
信
用
金
庫

広
島
市
中
区
富

見
町
三
番
一
五

萩
山
口
信
用
金
庫

山
口
市
道
場
門

一
丁
目
五
番
一

銀
行

区
堺
町
一
丁
目

番
一
〇
号

住
友
信
託
銀
行
株

式
会
社

大
阪
市
中
央
区

浜
四
丁
目
五
番

三
号

株
式
会
社
も
み
じ

銀
行

広
島
市
中
区
胡

一
番
二
四
号

株
式
会
社
十
八
銀

行

長
崎
市
銅
座
町

番
一
一
号

株
式
会
社
親
和
銀

行

長
崎
県
佐
世
保

島
瀬
町
一
〇
番

二
号

株
式
会
社
西
日
本

シ
テ
ィ
銀
行

福
岡
市
博
多
区

多
駅
前
三
丁
目

番
一
号

株
式
会
社
北
九
州

北
九
州
市
小
倉

平号

〃

一

国
内
に
所
在
す
る
店
舗
並
び
に

き
わ
代
理
店
及
び
錦
町
代
理
店

丁号

県
内
に
所
在
す
る
店
舗

丁

〃

八〇

〃

二号

〃

区三

ち
ょ
銀
行
を
銀
行
法（
昭
和
五

六
年
法
律
第
五
十
九
号
）第
二

第
十
六
項
に
規
定
す
る
所
属
銀

と
す
る
同
条
第
十
四
項
に
規
定

る
銀
行
代
理
業
を
営
む
郵
便
局

式
会
社
の
営
業
所
と
し
て
当
該

行
代
理
業
の
業
務
を
行
う
も
の

限
る
。
）

士号

大
竹
支
店

前号

県
内
に
所
在
す
る
店
舗

一

店
、
小
倉
東
支
店
、
西
新
支
店

折
尾
支
店
、
守
恒
支
店
、
八
幡

支
店
、
沼
支
店
、
天
神
支
店
、

橋
支
店
及
び
大
里
支
店

北三

県
内
に
所
在
す
る
店
舗

町

県
内
に
所
在
す
る
店
舗
及
び
小

支
店

国
内
に
所
在
す
る
店
舗
及
び
郵

局
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年

律
第
百
号
）
第
二
条
第
二
項
に

定
す
る
郵
便
局（
株
式
会
社
ゆ

一

〃

市一

小
倉
支
店

博一

県
内
に
所
在
す
る
店
舗

北

本
店
、
門
司
支
店
、
福
岡
支
店

八
幡
支
店
、
戸
畑
支
店
、
若
松

店
、
三
萩
野
支
店
、
八
幡
中
央

店
、
赤
坂
門
支
店
、
博
多
駅
東

七

〃

と

〃〃〃〃〃

十条行す株銀に

公
金
の
収
納
事
務（
現
金
又
は
現

金
に
代
え
て
納
付
さ
れ
る
証
券
に

よ
る
県
税
の
収
納
事
務
に
限

る
。
）

公
金
の
収
納
事
務
（
口
座
振
替
の

方
法
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

公
金
の
収
納
事
務

、南行

〃〃

倉

公
金
の
収
納
事
務
（
小
倉
支
店
に

あ
っ
て
は
口
座
振
替
の
方
法
に
よ

る
も
の
に
限
る
。
）

便法規う

〃公
金
の
収
納
事
務
（
口
座
振
替
の

方
法
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

公
金
の
収
納
事
務

、支支支



平

の
成

成 年 月 日 金曜日

組（
九国

山 口

同下合山同長同あ業山

（定期）県 報

南同周合防協山同山

第 号

山中山同岩組山組

果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
ま
し
た

合

丁
目
四
番
二
四
号

公

六
）
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

組
合

七
四

関
農
業
協
同
組

下
関
市
秋
根
北
町

四
番
一
号

口
美
祢
農
業
協

組
合

美
祢
市
大
嶺
町
東

分
三
四
四
三
の
一

門
大
津
農
業
協

組
合

長
門
市
東
深
川
一

九
四
一

ぶ
ら
ん
ど
萩
農

協
同
組
合

萩
市
大
字
江
向
四

三
一
の
二

口
県
漁
業
協
同

下
関
市
伊
崎
町
一

す
お
う
農
業
協

組
合

柳
井
市
中
央
三
丁

目
一
六
番
一
号

南
農
業
協
同
組

下
松
市
西
柳
二
丁

目
三
番
四
八
号

府
と
く
ぢ
農
業

同
組
合

防
府
市
中
央
町
四

番
一
号

口
中
央
農
業
協

組
合

山
口
市
吉
敷
四
五

二
五
の
一

口
宇
部
農
業
協

宇
部
市
大
字
川
上

口
県
信
用
組
合

山
陽
小
野
田
市
中

央
一
丁
目
二
番
四

〇
号

国
労
働
金
庫

広
島
市
南
区
金
屋

町
一
番
一
七
号

口
大
島
農
業
協

組
合

大
島
郡
周
防
大
島

町
大
字
久
賀
四
七

二
一
の
一

国
市
農
業
協
同

合

岩
国
市
山
手
町
一

丁
目
一
四
番
五
号

口
東
農
業
協
同

合

岩
国
市
多
田
九
七

の
二

。 〃

〃

告

第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
調
査

二
十
三
年
十
一
月
十
一
日
山
口

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
九
八
）
大
規
模
小
売
店
舗
立

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該

書
及
び
収
支
予
算
書
は
、
平
成

び
山
口
県
周
南
県
民
局
に
お
い

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
三
月
五
日

美

祢

市

平
成
二
十
一
年
五
月

平
成
二
十
三
年
三
月

二

認
証
年
月
日

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十

（
九
七
）
特
定
非
営
利
活
動
法

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十

一

国
土
調
査
を
行
っ
た
者
の

国
土
調
査
を

行
っ
た
者
の

名
称

国
土
調
査
を

防

府

市

平
成
二
十
二
年
六
月

平
成
二
十
三
年
七
月県

公
告
（
三
三
六
）
に
係
る
大
規

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
周
南

河
本

敏
昭

周
南
市
糀
町
二
丁
目
六
七
番

地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業

二
十
四
年
五
月
七
日
ま
で
の
間
、

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

日

山
口

二
十
一
日
か
ら

二
十
三
日
ま
で

美
祢
市
地
籍
図

美
祢
市
地
籍
簿

日人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

日

山
口

名
称
等

行
っ
た
期
間

成
果
の
名

十
日
か
ら

十
二
日
ま
で

防
府
市
地
籍
図

防
府
市
地
籍
簿

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

さ
わ
や
か
会

地
の
一

る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

あ
り
ま
し
た
。

年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計

山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課

県
知
事

二

井

関

成

美
東
町
赤
、
美
東
町
綾
木
及
び

美
東
町
長
田
の
各
一
部

五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

県
知
事

二

井

関

成

称

国
土
調
査
を
行
っ
た
地
域

大
字
久
兼
の
一
部

八

り 成 画及 の

公

告



平成

二

年 月 日 金曜日

（
一都

関
す

一

山 口 県

定
に

一二

（定期）報

二（
九林

第 号

宇
部当

商
政

一

岩
国
市
旭
町
三
丁
目

開
発
許
可
を
受
け
た
者

岩
国
市

〇
〇
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名

よ
り
、
次
の
と
お
り
林
業
労
働
力

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関

縦
覧
に
供
す
る
林
業
労
働
力
の
確

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
企
画
課

名

称

ゆ
め
タ
ウ
ン
宇
部

所
在
地

宇
部
市
大
字
妻
崎
開

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

九
）
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進

業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す

市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月

課
及
び
宇
部
市
産
業
経
済
部
商
業

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

の
完
了

第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項

告
し
ま
す
。

山
口
県
知

称 の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
基
本

山
口
県
知

す
る
基
本
計
画
の
内
容

保
の
促
進
に
関
す
る
基
本
計
画

及
び
各
農
林
事
務
所

作
四
一
五
の
一

。に
関
す
る
基
本
計
画
の
策
定

る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
四

三
十
日
か
ら
同
年
五
月
一
日
ま

観
光
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧

山
口
県
知

在
地

の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

事

二

井

関

成

計
画
を
定
め
ま
し
た
。

事

二

井

関

成

の
と
お
り

十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規

で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部

に
供
し
ま
す
。

事

二

井

関

成

一

指
示
の
内
容

漁
業
調

山
口
県
瀬
戸
内
海
海
区
漁
業

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

お
り
指
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十

特
定
非
営
利
活
動
法
人
山

山
口
市
小
郡
下
郷
一
五
六

三

援
助
事
業
に
係
る
犯
罪
被

法
第
二
条
第
四
項
に
規
定

四

指
定
年
月
日

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十

早
期
援
助
団
体
を
次
の
と
お
り

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十

一

名
称
及
び
住
所
並
び
に
代

特
定
非
営
利
活
動
法
人
山

山
口
市
小
郡
下
郷
一
五
六

小
田

悦
郎

二

援
助
事
業
を
行
う
事
務
所

公

安

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支

法
律
第
三
十
六
号
。
以
下
「
法

整
委
員
会

調
整
委
員
会
告
示
第
二
号

律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七

日

山
口
県
瀬
戸
内
海

口
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

〇
の
二
一

害
等

す
る
犯
罪
被
害
等

八
日

指
定
し
た
。

日表
者
の
氏
名

口
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

〇
の
二
一

の
名
称
及
び
所
在
地

委

員

会

九
号

給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支

」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
一

九

会

長

大

西

一

治

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会

援
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五

項
の
規
定
に
よ
り
、
犯
罪
被
害
者

と 年等

公

安

委

員

会

漁
業
調
整
委
員
会



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 金曜日 山 口 （定期）県 報

オ
二

第 号

十らアイウエ十
四
年
三
月
三
十
日
印
刷

十
四
年
三
月
三
十
日
発
行

と
平
郡
水
道
第
三
号
灯
浮
標
（
北

だ
線
と
柳
井
市
掛
津
島
北
端
と
大

柳
井
市
平
郡
島
平
郡
漁
港
羽
仁

指
示
の
有
効
期
間

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日
か
ら
平

次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
点
を
順
次

（
最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
五
百
メ

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
投
び
ょ

な
い
。

柳
井
市
平
郡
島
長
崎
突
端

伊
予
灘
航
路
第
六
号
灯
浮
標

伊
予
灘
航
路
第
七
号
灯
浮
標

伊
予
灘
航
路
第
七
号
灯
浮
標

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

緯
三
三
度
五
〇
分
東
経
一
三
二

島
郡
周
防
大
島
町
小
水
無
瀬
島

防
波
堤
基
部

成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま

結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸

ー
ト
ル
以
内
の
海
域
を
除
く
。

う
し
て
、
か
つ
、
釣
り
に
よ
っ

（
北
緯
三
三
度
四
二
分
四
八
秒
東

（
北
緯
三
三
度
四
四
分
一
八
秒
東

（
北
緯
三
三
度
四
四
分
一
八
秒
東

庁事
度
一
七
分
三
六
秒
）
と
を
結
ん

北
端
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

で 線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

）
に
お
い
て
、
五
月
一
日
か
ら

て
水
産
動
物
を
採
捕
し
て
は
な

経
一
三
二
度
一
三
分
）

経
一
三
二
度
一
七
分
五
四
秒
）

経
一
三
二
度
一
七
分
五
四
秒
）

一
〇
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